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小規模多機能型居宅介護事業 重要事項説明書 

 
１． 指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称  有限会社 ほくと 

代 表 者 氏 名  代表取締役 田中 孝二 

本 社 所 在 地  〒７９９－２６５１ 愛媛県松山市堀江町甲５６７番地１ 

電 話 番 号 等  TEL ０８９－９９４－６６６８  ・  FAX ０８９－９９４－６６６９ 

法人設立年月日  平成９年１０月１日 

 

２．利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

（１） 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称  すずらん通り 

介護保険指定 

 松山市指定 第３８９０１００５００号 

平成２１年１０月 １日指定 

平成２７年１０月 １日更新 

令和 ３年１０月 １日更新 
事 業 者 番 号 

事業所所在地  愛媛県松山市堀江町５６７番地２ 

連  絡  先  TEL ０８９－９１１－８１１５  ・  FAX ０８９－９１１－８１１６ 

相談担当者名  管理者 ： 竹本 喜久子 

事業所の通常の 
 松山市 （山間部島嶼部を除く） 全域とする。 

事業の実施地域 

 

（２） 当事業所の設備の概要 

敷  地 ９５２㎡ 

建  物 
構   造 鉄骨造２階建ての１階部分 

延床面積 ２３８．６２㎡ 

宿 泊 室 
室   数 ５室  

１室あたりの面積 ９．９９㎡～１１．８２㎡ 

利 用 定 員 

登録定員 ２９名 

通所利用定員 １５名／日 

宿泊利用定員 ６名／日 

 

（３） 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的  

 小規模多機能型居宅介護は、介護保険法令に従い、適正な運営を確保する 

 ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員、 

看護及び介護職員が、利用者に対し、住み慣れた地域や自宅において、 

 その人に合った安心と安らぎの生活を送ることができるよう、適正な小規模 

 多機能型居宅介護を提供することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

１ 事業所において提供する小規模多機能型居宅介護は、介護保険法並みに関係

する厚生労働省令、告示、松山市条例の主旨及び内容に沿ったものとします。 

２ 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との
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交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に

組み合わせることにより妥当適切にサービスを提供します。 

３ 利用者の一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的

な環境の下で日常生活を送ることができるようサービスを提供します。 

４ 小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、小規模多機能型居宅介護計画

書に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が

日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供します。 

５ 小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者または家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を

行います。 

６ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サー

ビスの提供、電話連絡による見守りを行う等登録者の居宅における生活を支えるた

めの適切なサービスを提供します。 

７ 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定

し、計画的に行います。 

８ 提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に第三者

による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図ります。 

 

 

 

 

（４） 事業所の営業日及び営業時間 

営  業  日  年中無休 

通所サービス  月曜日から日曜日 （基本時間）   ６時～２１時 

訪問サービス  月曜日から日曜日 （基本時間）  ２４時間 

宿泊サービス  月曜日から日曜日 （基本時間）  ２１時～ ６時 

 

 

（５） 職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置（指定基準遵守）しています。 

職員の職種 資格 常勤 非常勤 兼務職種 業務内容 

管 理 者 介護福祉士 １名   計画作成担当者 

事業所の従業員の管理及び業務
の管理を一元的に行うとともに、
法令等において規定されている
小規模多機能型居宅介護事業の
実施について、遵守すべき事項
についての指揮命令を行う。 

計画作成 

担当者 

介護支援 

専門員 
   1 名   管理者 

利用者及び家族の必要な相談に
応じるとともに、適切なサービス
が提供されるよう、利用者の居宅
サービス計画及び小規模多機能
型居宅介護計画の作成の取りま
とめ、地域の包括支援センターや
その他居宅サービス事業所等の
関係機関との連携・調整を行う。 
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看護職員 
看護師 

准看護師 
2 名 1 名  

健康把握を行うことにより利用者
の健康状態を的確に把握すると
ともに、利用者のかかりつけ医等
の関係医療機関との連携を行う。 

理学療法士 理学療法士  １名 介護職員 

生活機能訓練を通じて、実際の
生活に必要な筋力、関節可動域
を改善させたり、座位および立位
の安定性をよくしたり、麻痺した筋
肉の協調性を改善させたり、上肢
巧緻機能（こうち：精巧で緻密なこ
と）の向上を目指します。 

介護職員 介護福祉士等 9 名 11 名   

小規模多機能型居宅介護の提供
にあたり利用者の心身の状況等
を的確に把握し、利用者に対し適
切な介助を行う。また、宿泊に対
して１人以上の夜勤者を配置す
る。その他自宅等で暮らしている
方々に対して宿直または夜勤者
１名以上を配置する。 

 

〈主な勤務体制〉 

勤務体制 

勤務帯 勤務時間 

早出  ７：００ ～ １６：００ ８時間勤務 

日勤  ９：００ ～ １８：００ ８時間勤務 

遅出 １２：００ ～ ２１：００ ８時間勤務 

夜勤 １７：００ ～ １０：００ １６時間勤務 

  上記の他、利用者の状況に応じた勤務時間を設定します。 

 

３．提供するサービスの内容及び費用について 

（１） 提供するサービスの内容について 

サービスの種類 内  容 

食  事   朝 ・ 昼 ・ 夕食、配食及び夕食弁当持ち帰り可能 

入  浴   希望に応じ、順次入浴可能 

生活相談   介護支援専門員及び管理者が相談に応じます 

介  護 
  ①通所 ②訪問 ③宿泊 など、利用者に合わせたプランを作成し、２４時間 

３６５日切れ目のない支援を行います。 
 

健康管理   施設内でのバイタルチェックを行います。 

レクリエーション   地域の交流と定期的な催しを行います。 

 

（２） サービスの利用に当たっての留意事項 

面会   １０：００ ～ １６：００ 

飲酒 ・ 喫煙   飲酒 （特別な行事以外は原則として禁酒）・ 喫煙 （喫煙コーナーのみ） 

金銭、貴重品管理 
  原則として本人管理。希望により預かる場合は預り証にて事業所が管理する 

こともありうる 

設備 ・ 器具利用   カラオケ ・ CD コンポ ・ テレビ 
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（３） 提供するサービスの利用料、利用者負担額 （ 介護保険を適用する場合 ） について、通所、訪

問、宿泊（介護費用分）すべて含んだ１ケ月単位の費用額 

自己負担額は１割負担の場合を表示しています。 

 利用料金は１ケ月ごとの包括費用（定額）です。 
 ① 事業所と同一の建物（和家すずらん）以外に居住する場合 

区分 月額利用料 月額利用者負担額 

要介護 １ １０４，５８０円 １０，４５８円 

要介護 ２ １５３，７００円 １５，３７０円 

要介護 ３ ２２３，５９０円 ２２，３５９円 

要介護 ４ ２４６，７７０円 ２４，６７７円 

要介護 ５ ２７２，０９０円 ２７，２０９円 

 ② 事業所と同一の建物（和家すずらん）に居住する場合 

区分 月額利用料 月額利用者負担額 

要介護 １  ９４，２３０円  ９，４２３円 

要介護 ２ １３８，４９０円 １３，８４９円 

要介護 ３ ２０１，４４０円 ２０，１４４円 

要介護 ４ ２２３，３３０円 ２２，３３３円 

要介護 ５ ２４５，１６０円 ２４，５１６円 

 

 

☆  月毎の包括料金です。利用者の体調不良や身体状況の変化等により小規模多機能型居宅介護

計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合や、小規模多機能型居宅介護計画に定めた日より

も利用が多かった場合でも、日割りでの値引及び増額はいたしません。 

☆  月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割

りした料金をお支払い頂きます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を

指します。 

登録日：利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通所、訪問、宿泊のいずれかの  

サービスを実際に利用した日 

登録終了日：利用者と当事業所の利用契約を終了した日。  

 

その他の加算 （利用者または事業所の状況により変更することがあります） 

加  算 利用料 利用者負担額 備  考 

初期加算 ３００円／日額 ３０円／日額 利用開始から３０日間 

認知症加算Ⅲ ７，６００円／月額 ７６０円／月額 日常生活自立度Ⅲ以上 

認知症加算Ⅳ ４，６００円／月額 ４６０円／月額 日常生活自立度Ⅱ＋要介護２ 

若年性認知症利用者受入加算 ８，０００円／月額 ８００円／月額 ６５歳の誕生日前々日の月まで 

看護職員配置加算Ⅰ ９，０００円／月額 ９００円／月額 常勤専従看護師１名以上 

総合マネジメント体制強化加算Ⅰ １２，０００円／月額 １，２００円／月額 

・多職種協働で計画の見直しを行ってい

ること 

・地域の行事や活動等に積極的に参加

していること 
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・地域住民等の相談に対応する体制を

確保していること 

・必要に応じて多様な主体が提供する生

活支援サービスが包括的に提供される

ような居宅サービス計画を作成している

こと 

・地域住民等との連携により地域資源を

効果的に活用し利用者の状態に応じた

支援を行っていること 

科学的介護推進体制加算 ４００円／月額 ４０円／月額 

利用者ごとの心身の状況等の基本的な

情報を、厚生労働省に提出し、サービス

の提供に当たって、上記に規定する情

報その他サービスを適切かつ有効に提

供するために必要な情報を活用してい

る場合算定 

生産性向上推進体制加算Ⅱ １００円／月額 １０円／月額 

利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の開

催や必要な安全対策を講じた上で、

生産性向上ガイドラインに基づいた

改善活動を継続的に行っていること 

見守り機器等のテクノロジーを 1つ

以上導入していること 

1 年以内ごとに 1回、業務改善の取組

による効果を示すデータの提供(オン

ラインによる提出)を行うこと 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 
上記の合計利用金額に１４．６％を乗じた金額の一割を負担 

介護職員等の賃金の改善等を実施している場合に算定できる加算 

 

※１ 初期加算は３０日を超える入院後に再利用した場合にも再度加算 

※２ 認知症加算、若年性認知症利用者受入加算は対象者のみに加算 

※３ 看護職員配置加算、総合マネジメント体制強化加算、科学的介護推進体制加算、生産性向上推

進体制加算、介護職員等処遇改善加算、は全利用者対象 

☆ 一定の所得がある６５歳以上の方は、所得に応じ自己負担割合が決定されます。 

☆ 利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払い頂きま

す。要介護認定後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。この場合、

保険給付の申請を行うための「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険の給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、利用者の負担額を変更しま

す。 

 

 

（４） 介護保険給付対象外サービス利用料 

サービスの種類 利用料 備  考 
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宿泊費 １，８００円／泊   

食費（利用した食事に対して） 
朝：４５０円、昼：６８０円、夕：６３０円  

（おやつ代含む） 
  

おむつ代 

 パット１枚：Ｓ３０円、Ｍ４０円、Ｌ５０円   

 フラット１枚：５０円  

 おむつ、パンツ各１枚：１２０円   

その他日常生活において 

必要な費用 
 実費   

材料代、外食費、入場料等  実費 

利用者の希望に

より費用が発生

する行事等にご

参加頂いた場合 

複写物の交付  １枚：１０円   

 

４．利用料、利用者負担額 （ 介護保険を適用する場合 ） その他の費用の請求及び支払い方法につい

て 

①請求方法等 

   

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費

用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により

請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月２０日頃に

利用者宛お届け（郵送）します。 

②支払方法等 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控え

と内容を照合のうえ、請求月の２５日までに、下記のいずれかの方

法により、お支払い下さい。 

 （ア）事業者指定口座への振込 

 （イ）利用者指定口座からの自動振替（振替日２５日） 

（ウ）現金支払 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理

由がないにもかかわらず、支払期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内に支払

いがない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払い頂くことがあります。 

 

５．サービスの利用方法 

サービスの利用開始 
  契約後、翌日からの利用が可能です。 

（利用の申込方法等） 

サービスの終了 
  契約終了の１４日前までに事業者への通知が必要です。 

（利用終了時の手続き等） 
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６．運営推進会議の設置 

 
当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について、定期的に報

告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり、運営推進会議を

設置しています。 

 

運営推進会議 

構成 
 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員、地域包括支援センター職員、 

 小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開催  隔月、事業所内で開催 

会議録  運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

 

７．協力医療機関 ・ 協力施設 

 
当事業所では各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変に備えて以下の医療機関を協

力医療機関として連携体制を整備しています。また、各サービスの受入態勢の協力（バックアップ）施設

として、以下の施設との連携支援体制を整備しています。 

 

協力医療機関の名称 もりもと在宅クリニック 

所在地  松山市道後一万３-１ サンインテグラル道後１F 

電話番号  ０８９－９２７-３３３１ 

院長名  森本 尚史 

診療科  内科 

協力医療機関の名称  長谷川歯科医院 

所在地  松山市北条７７１-７ 

電話番号  ０８９－９２２-３７６８ 

院長名  長谷川 浩之 

診療科  歯科 

緊急時の対処方法 

 当事業所利用者の疾患に対して、治療が必要となった場合におい

て、当事業所から診療の要請を受けた時は、必要に応じて訪問診療

等の対応をします。 

 

協力施設の名称  社会福祉法人 瀬戸福慈会 

所在地  松山市太山寺町１４７０番地 

電話番号  ０８９－９７９－７７８１ 

理事長名 三好 諄 

緊急時の対処方法  身体状況の変化により、各サービスの受け入れ態勢の協力をお願

いする 

 

８．事故発生時の対応 

 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を

講じ、速やかに利用者がお住まいの市、ご家族、居宅サービス事業者等に連絡を行います。また、事故

の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発事故を防ぐた

めの対策を講じます。なお、当事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生し
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た場合は、速やかに損害賠償いたします。（当事業所は、株式会社損保ジャパンと損害賠償保険契約

を結んでおります。） 

 

９．非常災害対策 

災害時の対応  利用者を避難させ、職員も避難し、１１９番通報する。 

防災設備  スプリンクラー、自動火災報知機一式、消火器４本、誘導灯３箇所。 

防災計画  種別ごとの防災計画を策定するとともに、館内に掲示しています。 

避難訓練  年２回実施（うち１回は消防職員立会） 

防火管理者  竹本 喜久子 

 

１０．虐待の防止について 

  事業所は、利用者等の人権の擁護 ・ 虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ています。 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  虐待防止に関する責任者 管理者 ： 竹本 喜久子 

 （２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）職員に対する虐待防止啓発 ・ 普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待防止委員会の設置をしています。 

 

１１．身体拘束について 

  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある 

場合など、利用者本人または他人の生命 ・ 身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者 

に対して説明し、同意を得た上で、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束 

を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また、事業者として、身体拘束をなくしてい 

くための取り組みを積極的に行います。 

必要最低限の身体拘束を行うのは、以下の「3 つの要件」すべてを満たす状態にある場合です。 

（１）緊急性 ・・・ 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命 ・ 身体に危険が

及ぶことが考えられる場合 

 （２）非代替性 ・・・ 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命 ・ 身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合 

 （３）一時性 ・・・ 身体拘束その他の行動制限が一時的である場合  
１２．秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関

する秘密の保持について 

①  事業者は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に

関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療 ・介護関係事業

者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵

守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及

びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了し

た後においても継続します。 
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④ 事業者は、職員に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を保持させるため、職員である期間及び職員でなくなった後におい

ても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容と

します。 

 ② 個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、

利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用い

ません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる

記録物 （ 紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、

善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削

除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に

必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（ 開示に際して複写

料などが必要な場合は、利用者の負担となります。） 

 

１３．サービス提供の記録 

   ① 指定小規模多機能型居宅介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録

はサービス完結の日から５年間保存します。 

②  利用者は事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求すること

ができます。  

 

１４．サービス提供に関する相談、苦情について 

 （１） 苦情処理体制及び手順 

   ア 提供した小規模多機能型居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付

けるための窓口を設置します。（ 下記に記す 【 事業者の窓口 】 のとおり ） 

   イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は、別添付書類（利用者から

の苦情を処理するために講ずる措置の概要）にて、説明をします。  
 苦情処理の窓口 

   【 事業者の窓口 】                   所  在 地 ： 愛媛県松山市堀江町甲５６７番地２  

   すずらん通り 管理者    電話番号 ： ０８９－９１１－８１１５  

   竹本 喜久子     受付時間 ： ９：００ ～ １７：００ 受付日（随時）  

   【 市（ 保険者 ）の窓口 】               所  在 地 ： 愛媛県松山市二番町４－７－２  

 
松山市介護保険課 

 電話番号 ： ０８９－９４８－６９６８  

   受付時間 ： ８：３０ ～ １７：１５（平日）  

   【 公的団体の窓口 】              所  在 地 ： 愛媛県松山市髙岡町１０１－１  

   
愛媛県国民保険団体連合会 

   電話番号 ： ０８９－９６８－８７００  

     受付時間 ： ８：３０ ～ １７：１５（平日）  

   【 公的団体の窓口 】              所  在 地 ： 愛媛県松山市持田町３ー８－１５  
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   愛媛県社会福祉協議会    電話番号 ： ０８９－９９８－３４７７  

   愛媛県福祉サービス運営適正化委員会    受付時間 ： ９：００ ～ １２：００（平日）  

         受付時間 ：１３：００ ～ １６：３０（平日）  

 

１５．サービスの第三者評価の実施状況について 

 当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 

【実施の有無】 有 

【実施した直近の年月日】 令和５年８月２５日 

【第三者評価機関名】 運営推進会議にて実施 

【評価結果の開示状況】 事業所玄関のファイルで閲覧可能 

 

 

１６．重要事項説明の年月日 

 この重要事項説明書の説明年月日          年     月     日    

 

 

   上記内容について、松山市条例に基づき利用者に説明を行いました。 
     所 在 地   愛媛県松山市堀江町甲５６７番地１  

 事 法 人 名   有限会社 ほくと  

 業 代表者名   代表取締役 田中 孝二    印  

 者 事業所名   すずらん通り  

     説明者氏名   印  

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け同意しました。 
 

  

利 用 者 

  

住 所  
 

  

 

氏 名 
  

印 

 

  

 

 

代 理 人  

住 所 
  

  

 

  

 
氏 名 

  

印 

 

  

 


